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一
『
祥
刑
要
覧
』
の
我
が
国
へ
の
伝
来

江
戸
時
代
の
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
『
祥
刑
要
覧
』
の
底
本
と
な
っ
た

『
祥
刑
要
覧
』
は
、
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
の
際
に
、
朝
鮮
か
ら
持
ち
帰

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
大
田
南
畝
が
質
問
し
、
木
村
蒹
葭
堂
が
答

え
た
問
答
が
記
録
さ
れ
て
い
る
『
遡
遊
従
之
』（『
大
阪
資
料
叢
刊
』
第
一

所
収
、
大
阪
府
立
図
書
館
、
昭
和
四
十
六
年
。
五
十
六
頁
か
ら
七
頁
）
に

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

朝
鮮
の
書
は
此
方
に
渡
す
こ
と
を
禁
ず
、
と
云
。
今
、
此
方
に
伝
へ
て

存
す
る
も
の
、
東
国
通
鑑
、
懲
毖
録
、
東
医
宝
鑑
、
東
人
詩
話
、
遊
松
都

録
、
金
鰲
新
話
等
の
外
、
幾
く
か
あ
る
。

朝
鮮
の
役
後
、
齎
来
の
も
の
な
し
。
彼
国
撰
述
の
も
の
、
類
苑
叢
宝
、

郷
薬
集
成
方
、
村
家
救
急
方
、
攷
事
撮
要
、
兵
将
説
、
祥
刑
要
覧
、
農
事

直
説
、
新
増
類
合
、
牛
馬
羊
猪
療
、
三
韓
詩
等
、
見
及
と
こ
ろ
な
り
。
其

外
、
東
涯
三
韓
紀
略
に
載
す
る
も
の
多
し
。（
片
仮
名
を
平
仮
名
に
変
え
、

句
読
点
を
補
っ
た
。）
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『
遡
遊
従
之
』
に
記
録
さ
れ
た
問
答
が
行
わ
れ
た
の
は
享
和
元
年
（
一

八
〇
一
）
で
あ
る
（
同
上
『
遡
遊
従
之
』
解
題
）。
木
村
蒹
葭
堂
は
『
祥

刑
要
覧
』
が
朝
鮮
で
「
撰
述
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
誤
解
し
て
い
る
。

「
東
涯
三
韓
紀
略
」
は
伊
藤
東
涯
の
『
三
韓
紀
略
』
で
あ
る
。『
三
韓
紀

略
』
の
「
文
籍
略
」
に
は
『
祥
刑
要
覧
』
の
名
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

『
三
韓
紀
略
』
は
『
羅
氏
雪
堂
蔵
書
遺
珍
（
五
）』（
全
国
図
書
館
文
献
縮

微
複
製
中
心
）
所
収
本
を
見
た
。

大
田
南
畝
は
「
朝
鮮
の
書
は
此
方
に
渡
す
こ
と
を
禁
ず
と
云
。」
と
述

べ
て
い
る
。
中
村
栄
孝
『
日
鮮
関
係
史
の
研
究
』
下
（
吉
川
弘
文
館
、
昭

和
四
十
四
年
。
三
四
五
頁
か
ら
六
頁
注
12
）
に
拠
れ
ば
、「
柳
成
竜
の

『
懲
毖
録
』
は
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に
京
都
の
書
肆
か
ら
出
版
さ

れ
、
文
禄
・
慶
長
の
役
に
関
す
る
基
礎
文
献
と
し
て
尊
重
さ
れ
た
が
、
正

徳
度
（
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）。
佐
立
注
。）
通
信
使
が
、
そ
の
流
布
を

見
て
、
壬
辰
・
丁
酉
乱
前
後
の
国
情
が
日
本
に
流
伝
す
る
こ
と
を
お
そ
れ
、

帰
国
後
、
そ
の
報
告
が
契
機
と
な
り
、
朝
鮮
典
籍
の
日
本
輸
出
が
禁
じ
ら

れ
た
」
と
い
う
。『
肅
宗
実
録
』（
学
習
院
東
洋
文
化
研
究
所
刊
『
李
朝
実

録
』
第
四
十
一
冊
）
巻
五
十
一
、
三
十
八
年
（
一
七
一
二
）
五
月
壬
寅
条

に
「
上
、
命
じ
て
、
中
国
の
書
冊
の
外
、
我
国
の
文
籍
（
の
日
本
へ
の
輸

出
は
、
佐
立
注
。）、
一
並
に
厳
禁
せ
し
む
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
祥
刑

要
覧
』
は
「
中
国
書
冊
」
で
あ
る
か
ら
、
朝
鮮
刊
本
で
あ
っ
て
も
、
日
本

へ
の
輸
出
禁
止
の
対
象
で
は
な
い
。

豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
古
い
書
籍
及
び
そ
の

冊
板
（
版
木
）
の
多
く
が
失
わ
れ
た
。
末
松
保
和
「
攷
事
撮
要
と
そ
の
冊

板
目
録
」（『
青
丘
史
草
』
第
二
所
収
、
昭
和
四
十
一
年
）
に
拠
れ
ば
、
朝

鮮
の
明
宗
九
年
（
一
五
五
四
）
に
魚
叔
権
が
著
し
た
『
攷
事
撮
要
』
の
巻

末
の
「
八
道
程
途
」
に
「
冊
板
」
の
目
録
が
注
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
豊
臣
秀
吉
の
侵
略
に
よ
っ
て
、
八
道
の
冊
板
が
、
ほ
と
ん
ど
戦
火
に

全
滅
し
た
の
で
、
冊
板
の
目
録
を
旧
の
ま
ま
に
記
載
し
て
も
無
意
味
と
考

え
ら
れ
て
、
光
海
君
五
年
（
一
六
一
三
）
の
新
版
で
は
、
冊
板
の
目
録
が

省
略
さ
れ
て
、「
土
産
」
に
変
え
ら
れ
た
、
と
い
う
。

そ
の
『
攷
事
撮
要
』
の
宣
祖
十
八
年
（
一
五
八
五
）
版
の
「
八
道
程

途
」
慶
尚
道
、
尚
州
の
「
冊
板
」
の
項
に
『
祥
刑
要
覧
』
の
名
が
掲
げ
ら

れ
て
い
る
（
同
上
、
末
松
論
文
、
一
九
一
頁
）。
豊
臣
秀
吉
の
侵
略
ま
で
、

『
祥
刑
要
覧
』
の
版
木
が
確
か
に
朝
鮮
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

二

林
羅
山
に
『
祥
刑
要
覧
』
を
見
せ
た
人

『
羅
山
林
先
生
文
集
』（
京
都
史
蹟
会
編
『
羅
山
先
生
文
集
』
巻
一
、
大

正
七
年
。
五
十
一
頁
）
巻
五
、
示
菅
玄
東
に
、
林
羅
山
が
菅
玄
東
に
送
っ

関
法

第
七
三
巻
二
号

二
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た
書
簡
の
次
の
よ
う
な
文
章
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
書
き
下
し
文
に
し
て

掲
げ
る
（
括
弧
内
は
佐
立
注
。）。

開
歳
の
吉
慶
、
彼
れ
此
れ
珍
重
珍
重
。
一
乖
別
よ
り
已
来
、
瞻
望
多
多
、

三
秋
の
如
し
。
余
の
足
下
を
思
う
を
以
て
、
足
下
の
余
に
眷
眷
た
る
か
。

旧
冬
、
新
渡
の
異
書
、
来
た
り
て
足
下
の
手
裏
に
墮
つ
る
か
、
奈
何
。
念

う
と
こ
ろ
茲
に
在
り
。
且
つ
又
た
然
諾
す
る
と
こ
ろ
の
賈
氏
家
流
の
大
学

新
本
（
不
明
）、
并
び
に
経
史
質
疑
（
不
明
）、
写
し
て
之
れ
を
賜
わ
ら
ば
、

何
の
幸
い
か
旃こ

れ

に
加
え
ん
。
翅た

だ

熊
掌
と
魚
と
の
み
な
ら
ず
（
ぜ
ひ
欲
し
い

物
の
た
と
え
。『
孟
子
』
告
子
上
）。
足
下
の
鴻
庇
を
仰
ぐ
者
、
此
の
事
に

在
り
。
又
た
祥
刑
要
覧
、
捜
り
索
め
出
だ
す
や
否
や
、
奈
何
。
足
下
の
此

の
書
に
於
け
る
は
、
登
徒
（
登
徒
子
。
戦
国
楚
の
人
。
色
を
好
ん
だ
。）

の
色
に
於
け
る
が
如
く
、
酷
吏
の
有
罪
を
逮
捕
す
る
が
如
く
、
明
君
の
幽

人
（
隠
者
）
に
側
席
す
る
が
如
く
な
る
か
。
此
の
書
到
ら
ば
、
必
ず
告
報

を
待
つ
。
事
事
、
孠
（
嗣
の
古
字
）
信
に
附
す
。

原
念
斎
『
先
哲
叢
談
』（
源
了
圓
・
前
田
勉
訳
注
、
平
凡
社
、
東
洋
文

庫
、
一
九
九
四
年
）
巻
一
、
菅
得
庵
、『
羅
山
林
先
生
文
集
』
巻
四
十
三
、

菅
玄
同
碑
銘
、
前
掲
「
示
菅
玄
東
」
の
注
、『
藤
樹
先
生
全
集
』（
第
一
冊
、

藤
樹
神
社
創
立
協
賛
会
、
昭
和
三
年
）
巻
三
、
安
昌
弑
玄
同
論
に
拠
れ
ば
、

菅
玄
東
は
、
土
師
玄
同
と
も
称
し
、
字
は
子
徳
、
得
庵
と
号
し
、
生
白
室
、

虚
白
と
も
号
し
た
。
播
磨
の
人
。
京
都
に
移
っ
て
、
藤
原
惺
窩
に
入
門
し
、

高
第
弟
子
五
人
の
一
人
と
な
り
、
諸
生
を
教
授
し
た
。
好
ん
で
群
書
を
集

め
、
万
巻
の
書
を
所
蔵
し
て
い
た
。
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）、
弟
子
の

安
田
安
昌
に
殺
さ
れ
た
。
四
十
八
歳
で
あ
っ
た
。

林
羅
山
が
こ
の
書
簡
を
菅
玄
東
に
送
っ
た
年
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
書

簡
に
拠
れ
ば
、
菅
玄
東
は
、
酷
吏
が
有
罪
者
を
逮
捕
す
る
よ
う
な
熱
意
で

『
祥
刑
要
覧
』
を
捜
し
求
め
て
い
た
、
と
い
う
。
菅
玄
東
は
、
そ
の
後
、

『
祥
刑
要
覧
』
を
獲
て
、「
此
の
書
到
ら
ば
、
必
ず
告
報
を
待
つ
。」
と
い

う
要
請
に
応
じ
て
、
林
羅
山
に
見
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
内
閣
文
庫
に
属
す

る
『
祥
刑
要
覧
』
写
本
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請
求
番
号
二
五
四
八
、

三
〇
〇
函
五
十
五
号
）
は
、
林
羅
山
が
菅
玄
東
か
ら
『
祥
刑
要
覧
』
を
借

り
て
筆
写
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
写
本
に
は
、
林
羅
山
の
蔵

書
印
で
あ
る
「
江
雲
渭
樹
」
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
国
立
国
会

図
書
館
及
び
東
洋
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
、
元
和
中
刊
本
と
さ
れ
る
、

古
活
字
版
の
『
祥
刑
要
覧
』
は
、
菅
玄
東
が
入
手
し
た
『
祥
刑
要
覧
』
を

底
本
と
し
て
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
木
村
蒹
葭
堂
が
見
て
、

朝
鮮
で
「
撰
述
」
さ
れ
た
も
の
と
誤
解
し
た
『
祥
刑
要
覧
』
は
、
菅
玄
東
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が
入
手
し
た
『
祥
刑
要
覧
』
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

三
『
祥
刑
要
覧
』
写
本
と
元
和
中
刊
本

寛
永
元
年
刊
『
祥
刑
要
覧
』
で
訂
正
さ
れ
て
い
る
元
和
中
刊
『
祥
刑
要

覧
』
の
誤
字
脱
字
の
ほ
と
ん
ど
は
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
『
祥
刑
要

覧
』
写
本
（
前
掲
）
の
誤
字
脱
字
と
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、『
祥

刑
要
覧
』
写
本
は
元
和
中
刊
本
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
か
と
言
う
と
、
そ

う
で
は
な
い
。
両
者
に
共
通
の
原
本
（
お
そ
ら
く
は
管
玄
東
が
入
手
し
た

『
祥
刑
要
覧
』）
を
底
本
と
し
て
、
一
方
は
筆
写
し
、
一
方
は
印
刷
し
た
も

の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
れ
が
わ
か
る
か
と
言
う
と
、『
祥
刑
要
覧
』
の

江
戸
時
代
の
す
べ
て
の
刊
本
（
元
和
中
刊
本
、
寛
永
元
年
刊
本
、
寛
永
四

年
刊
本
、
岩
村
藩
刊
本
）
が
誤
っ
て
い
る
の
に
、
写
本
だ
け
が
正
し
く
写

し
て
い
る
箇
所
が
二
箇
所
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
原
本
を
見
な
い
と
正

し
く
写
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
二
箇
所
の
一
つ
は
、
巻
頭
の
呉
訥
の
序
文
の
「
嘉
其
有
可
益
人
智

慮
」
で
あ
る
。
東
洋
文
庫
所
蔵
の
『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
も
同
じ
で
あ
る
か

ら
、「
人
」
が
あ
る
の
が
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
写
本
以
外
、
江
戸
時
代

の
す
べ
て
の
刊
本
で
は
「
人
」
字
が
な
い
。
元
和
中
刊
本
を
印
刷
し
た
時

に
落
と
し
た
ま
ま
、
訂
正
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、

「
先
哲
論
議
」
の
中
の
「
国
朝
翰
林
院
学
士
宋
濂
撰
進
大
明
律
表
有
曰
」

で
あ
る
。『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
も
同
じ
で
あ
り
、「
大
明
律
を
進

た
て
ま
つる
表
を
撰

し
て
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
か
ら
、「
撰
進
」
が
正
し
い
の
で
あ
る
が
、

写
本
以
外
、
江
戸
時
代
の
す
べ
て
の
刊
本
で
は
「
進
撰
」
に
な
っ
て
い
る
。

元
和
中
刊
本
を
印
刷
し
た
時
に
転
倒
し
た
ま
ま
、
訂
正
さ
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

念
の
た
め
に
言
え
ば
、
元
和
中
刊
本
は
『
祥
刑
要
覧
』
写
本
を
底
本
と

し
て
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。『
祥
刑
要
覧
』
写
本
は
誤
字
が
多
い

の
で
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
元
和
中
刊
本
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
元

和
中
刊
本
は
、
写
本
の
も
と
に
な
っ
た
の
と
同
じ
原
本
を
底
本
と
し
て
印

刷
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

四

林
羅
山
が
見
た
『
祥
刑
要
覧
』

『
棠
陰
比
事
加
鈔
』
は
、『
棠
陰
比
事
』
の
訳
注
書
で
あ
り
、
林
羅
山
の

講
義
を
聞
い
た
門
人
の
著
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
長
島
弘
明
「
常
磐
松

文
庫
蔵
『
棠
陰
比
事
』（
朝
鮮
版
）
三
巻
一
冊
」『
実
践
女
子
大
学
文
芸
資

料
研
究
所
年
報
』
第
二
号
掲
載
、
昭
和
五
十
八
年
。
五
十
四
頁
）。
そ
の

『
棠
陰
比
事
加
鈔
』（
京
都
大
学
法
学
部
図
書
室
所
蔵
本
を
見
た
。）
の
巻

上
之
下
、
包
牛
割
舌
に
「
呉
訥
が
棠
陰
決
事
に
は
、
此
時
に
牛
は
大
廟
の

関
法

第
七
三
巻
二
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牲
に
な
り
、
農
人
の
耕
作
を
た
す
く
る
も
の
な
れ
ば
と
て
、
我
牛
な
れ
ど

も
何
の
や
う
も
な
き
に
殺
す
こ
と
禁
制
な
り
と
あ
り
。」（
片
仮
名
を
平
仮

名
に
変
え
、
句
読
点
を
区
別
し
た
。）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
呉
訥
が
棠
陰
決
事
」
と
は
、
呉
訥
が
桂
萬
栄
の
『
棠
陰
比
事
』
か
ら

八
十
話
を
選
ん
で
『
祥
刑
要
覧
』
に
収
録
し
た
『
棠
陰
比
事
』
を
指
す
に

違
い
な
い
。
呉
訥
が
八
十
話
を
選
ん
で
再
編
し
た
『
棠
陰
比
事
』
は
、
何

者
か
が
『
祥
刑
要
覧
』
か
ら
抜
き
出
し
て
、『
棠
陰
比
事
原
編
』、
呉
訥
刪

補
『
棠
陰
比
事
』
と
名
づ
け
て
、
独
立
し
た
書
籍
を
作
っ
た
。
し
か
し
、

林
羅
山
が
見
て
筆
写
し
た
『
棠
陰
比
事
』
は
「
朝
鮮
板
本
」
で
あ
り

（『
羅
山
林
先
生
文
集
』
巻
五
十
四
、
棠
陰
比
事
跋
）、
朝
鮮
版
の
『
棠
陰

比
事
』
は
全
百
四
十
四
話
が
揃
っ
た
も
の
で
あ
る
（
前
掲
、
長
島
論
文
）。

林
羅
山
が
『
棠
陰
比
事
原
編
』
や
呉
訥
刪
補
『
棠
陰
比
事
』
を
見
た
り
入

手
し
た
り
し
た
形
跡
は
な
い
か
ら
、「
呉
訥
が
棠
陰
決
事
」
は
、
呉
訥
の

『
祥
刑
要
覧
』
に
含
ま
れ
て
い
た
、
呉
訥
が
再
編
し
た
『
棠
陰
比
事
』
を

指
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

す
る
と
、
林
羅
山
が
見
た
『
祥
刑
要
覧
』
は
、
呉
訥
が
八
十
話
を
選
ん

で
再
編
し
た
『
棠
陰
比
事
』
を
収
録
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
元
和
中
刊

『
祥
刑
要
覧
』
の
巻
尾
に
「
祥
刑
要
覧
巻
上
終
」、「
下
巻
者
即
棠
陰
比
事

也
」
と
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
林
羅
山
自
身
が
、『
祥
刑
要
覧
』

の
下
巻
が
呉
訥
再
編
の
『
棠
陰
比
事
』
で
あ
る
の
を
実
際
に
見
て
、
記
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
陳
察
増
補
『
重
刊
祥
刑
要
覧
』（
東
洋
文
庫
所
蔵
）
巻
三
「
刪

正
桂
氏
棠
陰
比
事
」
の
「
包
鞫
割
舌
」、『
棠
陰
比
事
原
編
』（『
学
海
類

編
』
所
収
）
の
「
包
牛
割
舌
」、
呉
訥
刪
補
『
棠
陰
比
事
』（『
影
印
四
庫

全
書
』
所
収
）
の
「
包
牛
割
舌
」
に
は
、
自
分
の
牛
で
あ
っ
て
も
用
も
な

く
殺
す
こ
と
は
禁
制
で
あ
る
、
と
い
う
文
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。

五

寛
永
四
年
刊
本
の
訓
点
を
つ
け
た
人

寛
永
四
年
刊
『
祥
刑
要
覧
』
に
は
、
返
り
点
、
送
り
仮
名
が
つ
け
ら
れ

て
い
る
が
、
誰
が
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
内
閣
文
庫
の
『
祥
刑
要
覧
』

写
本
の
「
経
典
大
訓
」
の
は
じ
め
か
ら
「
朱
子
曰
」
の
前
ま
で
、
返
り
点
、

送
り
仮
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
林
羅
山
が
つ
け
た
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
寛
永
四
年
刊
本
の
訓
点
と
写
本
の
訓
点
と
を
比
べ
る
と
、
同

じ
所
も
あ
り
、
異
な
る
所
も
あ
る
。
異
な
る
所
は
、
寛
永
四
年
刊
本
の
訓

点
の
方
が
当
た
っ
て
い
る
。
寛
永
四
年
刊
本
の
訓
点
は
林
羅
山
が
つ
け
た

も
の
で
あ
り
、
写
本
の
訓
点
と
異
な
る
所
が
あ
る
の
は
、
林
羅
山
が
後
で

考
え
直
し
た
か
ら
で
あ
る
、
と
考
え
る
。

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
補
遺

五

(二
八
二
)



六
『
無
刑
録
』
と
『
祥
刑
要
覧
』

蘆
野
徳
林
（
一
六
九
六
～
一
七
七
六
）
が
著
し
た
『
無
刑
録
』
十
八
巻

は
、
刑
法
や
刑
罰
、
裁
判
に
関
す
る
中
国
古
来
の
記
述
を
集
め
、
そ
れ
ぞ

れ
の
記
述
に
自
ら
の
意
見
を
加
え
、
刑
本
・
刑
官
・
刑
法
・
刑
具
・
流

贖
・
赦
宥
・
聴
断
・
詳
讞
・
議
刑
・
和
難
・
伸
理
・
感
召
・
欽
恤
・
濫
縦

の
十
四
篇
に
分
類
し
て
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
序
解
」
で
蘆
野

徳
林
は
「
此
書
、
初
は
明
の
呉
訥
が
祥
刑
要
覧
の
名
を
用
て
、
祥
刑
要
覧

と
号
す
。
後
に
改
て
無
刑
録
と
云
ふ
。（
中
略
）
呉
氏
が
祥
刑
要
覧
は
、

そ
の
あ
み
や
う
粗
略
な
る
こ
と
多
し
。
こ
の
無
刑
録
は
、
経
伝
史
集
の
内
、

刑
政
の
こ
と
に
係
る
精
要
の
格
言
事
実
を
取
集
て
、
十
四
篇
と
な
し
、
祥

刑
要
覧
と
別
段
な
る
あ
み
様
な
り
。」（
明
治
十
年
刊
、
元
老
院
蔵
版
『
無

刑
録
』
の
「
序
解
」
を
見
た
。
句
読
点
を
区
別
し
、
読
点
を
補
い
、
片
仮

名
を
平
仮
名
に
変
え
、
濁
点
を
加
え
た
。）
と
述
べ
て
い
る
。
蘆
野
徳
林

が
、
寛
永
四
年
刊
本
ま
で
の
ど
の
刊
本
の
『
祥
刑
要
覧
』
を
読
ん
だ
の
か

不
明
で
あ
る
。

『
無
刑
録
』
も
、『
祥
刑
要
覧
』
と
同
様
、『
書
経
大
全
』「
舜
典
」
の

「
象
以
典
刑
」
の
項
の
引
用
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
（『
無
刑
録
』
の
本
文
は

佐
伯
復
堂
訳
註
『
無
刑
録
』
上
中
下
巻
（
信
山
社
、
一
九
九
八
年
復
刊
）

を
見
た
。）。『
祥
刑
要
覧
』
を
模
倣
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

七

松
本
清
張
と
『
祥
刑
要
覧
』

松
本
清
張
『
乱
灯
江
戸
影
絵
』（
上
巻
。
角
川
文
庫
、
平
成
二
十
年
。

三
〇
六
頁
か
ら
八
頁
）
で
、『
祥
刑
要
覧
』
の
「
先
哲
論
議
」
に
掲
げ
ら

れ
て
い
る
「
工
獄
」
の
話
を
登
場
人
物
が
語
っ
て
い
る
。『
乱
灯
江
戸
影

絵
』
は
、
昭
和
三
十
八
年
三
月
か
ら
昭
和
三
十
九
年
四
月
ま
で
朝
日
新
聞

夕
刊
に
連
載
さ
れ
た
『
大
岡
政
談
』
に
加
筆
修
正
を
ほ
ど
こ
し
て
、
昭
和

六
十
年
に
今
の
題
名
に
改
め
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
権
田
萬
治

「
解
説
」『
乱
灯
江
戸
影
絵
』
下
巻
所
収
、
角
川
文
庫
、
平
成
二
十
年
。
四

五
八
頁
）。
松
本
清
張
が
い
つ
ど
こ
で
『
祥
刑
要
覧
』
と
出
会
っ
た
の
か

不
明
で
あ
る
。

八

若
山
拯
の
伝
記
資
料
の
補
遺

序
文
篇
第
一
節
「
岩
村
藩
儒
の
序
文
」
に
掲
げ
た
若
山
拯
の
伝
記
資
料
、

及
び
そ
の
伝
記
資
料
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
伝
記
資
料
の
他
に
、
目
に

触
れ
た
若
山
拯
の
伝
記
資
料
を
掲
げ
る
。

竹
治
貞
夫
『
近
世
阿
波
漢
学
史
の
研
究
』（
風
間
書
房
、
平
成
元
年
。

四
七
六
頁
注
１
）
に
拠
れ
ば
、
昌
平
黌
の
入
学
者
名
簿
で
、
林
大
学
頭
に

関
法

第
七
三
巻
二
号

六
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入
門
し
た
者
の
み
の
名
簿
で
あ
る
『
升
堂
記
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

所
蔵
。
写
本
十
巻
八
冊
）
に
若
山
壮
吉
（
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
入

門
）
の
名
が
見
え
る
。

『
新
撰
東
京
名
所
図
会
』
第
三
十
五
編
（『
風
俗
画
報
』
第
二
四
八
号
臨

時
増
刊
、
明
治
三
十
五
年
）
麻
布
区
之
部
、
麻
布
六
本
木
町
、
有
名
な
る

諸
家
の
墳
墓
（
横
瀬
貞
輯
）
に
「
若
山
勿
堂
」
の
項
が
あ
る
。「
殊
に
吟

声
に
妙
に
し
て
」
等
と
記
さ
れ
て
い
る
。

大
日
本
水
産
会
編
『
村
田
水
産
翁
伝
』（
大
正
八
年
）
は
、
明
治
期
の

法
典
編
纂
に
尽
力
し
、
元
老
院
議
官
、
貴
族
院
議
員
を
歴
任
し
た
村
田
保

の
伝
記
で
あ
る
。
そ
の
第
二
篇
「
翁
の
略
歴
」
に
、
天
保
十
三
年
（
一
八

四
二
）
大
阪
生
ま
れ
の
村
田
保
が
、
十
歳
の
頃
、
父
と
共
に
江
戸
に
出
て
、

若
山
荘マ

マ

吉
に
学
ん
だ
、
と
記
さ
れ
て
い
る
（
九
頁
）。

若
山
拯
の
刊
行
さ
れ
た
文
章
は
、「
刻
祥
刑
要
覧
序
」、「
惟
一
佐
藤
先

生
墓
碣
銘
」（
五
弓
豊
太
郎
編
『
事
実
文
編
』
第
三
、
五
十
八
所
収
、
国

書
刊
行
会
、
明
治
四
十
四
年
）
の
他
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
正
月
に

書
か
れ
た
「
医
事
啓
源
序
」
が
あ
る
。『
医
事
啓
源
』（『
皇
漢
医
学
叢
書
』

所
収
）
は
、
漢
方
医
学
の
大
家
、
今
村
亮
が
、
西
洋
医
学
の
治
療
法
の
う

ち
、
漢
方
医
学
に
前
か
ら
存
在
す
る
も
の
を
二
十
種
挙
げ
て
説
明
し
た
も

の
で
あ
る
。
呉
訥
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
若
山
拯
も
医
学
に
通
じ
て
い
た
。

若
山
拯
は
兵
学
に
も
通
じ
て
い
た
。
山
鹿
流
の
兵
学
者
で
『
教
戦
略

記
』
を
著
し
た
窪
田
清
音
（
慶
応
二
年
歿
）
に
学
ん
だ
。
序
文
篇
の
一
に

若
山
拯
の
門
人
と
し
て
挙
げ
た
勝
海
舟
・
板
垣
退
助
・
土
方
久
元
は
、
若

山
拯
に
山
鹿
流
の
兵
学
を
学
ん
だ
人
で
あ
る
（
石
岡
久
夫
『
山
鹿
素
行
兵

法
学
の
史
的
研
究
』
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
八
〇
年
。
一
七
三
頁
か
ら

四
頁
、
二
二
四
頁
か
ら
五
頁
）。

『
日
本
教
育
史
資
料
』
八
（
文
部
省
蔵
版
、
冨
山
房
、
明
治
三
十
七
年

再
版
）
巻
二
十
三
、
私
塾
寺
子
屋
表
、
東
京
府
に
拠
れ
ば
、
若
山
拯
が
大

名
小
路
岩
村
藩
邸
内
に
開
い
て
い
た
漢
学
塾
は
、「
千
之
塾
」
と
い
う
名

で
あ
っ
て
、
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
時
点
で
百
数
十
人
の
男
子
生
徒
が

い
た
。「
千
之
」
は
、『
中
庸
』
の
「
人
一
能
之
、
己
百
之
。
人
十
能
之
、

己
千
之
。（
人
、
一
た
び
に
て
之
れ
を
能
く
す
れ
ば
、
己
は
之
れ
を
百
た

び
す
。
人
、
十
た
び
に
て
之
れ
を
能
く
す
れ
ば
、
己
は
之
れ
を
千
た
び

す
。）」
か
ら
採
っ
た
も
の
で
、
人
の
百
倍
努
力
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ

る
。

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
補
遺

七

(二
八
〇
)


